
鹿角広域行政組合消防本部管内
出 動 件 数

平成２１年１月～平成２１年１２月末
総出動件数 １，５６６ 件消

防 ①火 災 ２３ 件

②救 急 １３５８ 件

③救 助 ４１ 件

④自然災害 ０ 件

⑤遭難捜索 １１ 件

⑥そ の 他 １３３ 件
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４月４日（日）の早朝に消防団による火災想定訓練が

行われます。（十和田錦木地区・浜田、小坂町・砂森）

また、訓練後の午前中に消防車による防火パレードも

実施されます。

火災予防週間中の７時と１９時にはサイレン又は警鐘

が鳴りますので、火災と間違わないようにご注意下さい。

◎消防本部・消防署 電話 ２３－５６０１ 代 ◎十 和 田 分 署 電話 ３５－２００６

◎小 坂 分 署 電話 ２９－２１１９ みなさんからのご意見お待ちしております
連絡・問い合わせ先

鹿角市、小坂町で発生した災害情報を携帯電話やパソコンにｅメールで配信しています。ご

利用される方は登録が必要ですので、消防署へ来ていただくか、下記のメールアドレスへ氏名
と登録するメールアドレス、連絡先の電話番号を明記して送信して下さい。

携帯電話サイト用
ＱＲコード

全国的に消防団員数が減少する一方で、女性消防団員

は年々増加しています。

今、消防団に必要とされているのは、女性消防団員の
、 、

。地域防災のためにあなたのチカラを発揮

してみませんか。

鹿角市では平成１９年に女性消防団が誕生し、現在で

は１８名の女性団員がカラーガード隊を結成したり、地

域を守る団員として活躍しています。

鹿角の山々が雪化粧を終え、若葉の緑が生い茂って

きました。この時期になると、空気が乾燥し風も強く

なるので火の不始末による林野・原野火災が頻発しま

す。また、ゴミの野焼きは一部の例外を除き禁止とな

っていますのでご注意下さい。

※例 外（焼却ができるもの）

（ただし、稲わら・もみ殻焼きは

）

上記の例外に該当し焼却をする場

合でも、火災ではないかと誤解を

受ける場合がありますので、

事前に消防署への届出が

必要です。

みんなの手で鹿角管

内の自然を守りましょう。

この事業は、消防団員の加入促進を図るとともに仕事

以外の資格取得に少しでも役立てることを第一に開催し

ています。（平成２１年度実績）

・・・

消防団幹部を対象とした防火管理に関する研修会を

実施しています。

試験に向けた講習会を開催し、

資格取得に向けてバックアップ

します。

平成23年3月までに全消防団

員の受講を目標に、現在行って

います。

去る2月１２日、秋田市文化会館において、第3３回

消防職員意見発表秋田県大会が開催されました。

この大会へ当消防本部から代表となった、

が「心肺蘇生法を日常に」と題し出場しまし

た。自身が非番日に遭遇した体験をきっかけに、気づ

いたことやこれから取り組まなければいけないことを

力強く発表し、優秀賞を受賞することができました。

◎ 特別救助隊（１３名）に鹿角市初代消防長・故石木田芳郎氏夫人（和子さん）から

オレンジ色のアポロキャップが寄贈されました。◎

鹿角の安心・安全は私たちが守ります！

春の火災予防運動



今回は住宅用火災警報器（電池式）の取り付け

方法の例を紹介します。

以上のように簡単に取付
けることが出来ます。

住宅用火災警報器についての詳細は消
防署ホームページへ掲載しています。

① 設置場所を確認し、天

井または壁に外枠をネジ

で固定します。

② 外枠に本体を取り付け

します。

住宅火災による死者数は増えてきています。死者の半数以上は高齢者で、死に

至った原因の第１位は逃げ遅れとなっています。

そこで、平成１６年６月に消防法が改正され、住宅火災による死者の軽減を目

的として全国一律全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

から設置義務の対象となっ

ています。 まで設置の猶予期間がありますが

万が一の時のためにも早めに設置することをお願いしています。

昨年、鹿角広域管内で住宅用火災警報器についてのアンケートを実施しました。

鹿角広域管内の設置率は、一部設置を含め

という結果が出ました。全国平均の

、秋田県平均の に比べても低

い数値となっています。

となりました。

自分の命を守るのはもちろんのこと、大切

な家族の命を守るためにも早めの設置をお

願いします。

住宅用火災警報器効果絶大！！

住宅用火災警報器の共同購入がおすすめです。

共同購入により割安に購入し、設置できます。

地域全体で購入すると、地域全体の防火対策にもなります。

● ●

※共同購入とは同一製品の大量購入によって通常より割引が受け

られるシステムです。

住宅用火災警報器の共同購入

平成２２年４月１日現在
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（単位：人）

◎鹿角広域管内でも、ガス

コンロから発生した火災

に警報器が作動し、早期

発見することができ大事

に至らなかった事例が２

件ありました。

悪質業者による詐欺被害が報告さ

れています。消防職員や役所職員

が訪問して販売する事はありませ

ん！住宅用火災警報器の訪問販売

はクーリングオフ制度の対象です。
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秋田県

全国４７都道府県中

鹿角広域管内

秋田県１３消防本部中

設置なし 設置あり

住宅用火災警報器の設置により住宅
火災１００件あたりの死者数が１／３
に減少しました。

その他お問い合わせなどありましたら

まで

その他

逃げ遅れ（63.9％）住宅火災による女性消防団員による広報

「住宅火災による死者数」は

「建物火災による死者数」の

死者数（90.5％）
６５歳以上の

死者数（42.0％）
その他の （28.3％）

着衣着火（5.7％）
出火後の

再進入（2.0％）

住宅以外の建物火災
による死者数（9.5％）

死者数（58.0％）

住宅火災による死者の

約６割が

住宅火災の死者の約６割

が６５歳以上の

高齢者約９割 逃げ遅れ

右下のグラフで分か
るとおりこんなに火災
で亡くなっているんだ
ね。
住宅用火災警報器が

設置義務化になり火災
での逃げ遅れによる

しているなんてすごい！

んだって。さあ､
さっそく買いに行こう！
分からないことがあ

ったら消防署に問い合
わせてみてね！！


